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【手続補正書】
【提出日】平成29年1月12日(2017.1.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医薬組成物であって、
　　ａ）抗炎症活性を有する治療化合物と、
　　ｂ）約３０重量％～約９５重量％の薬学的に許容可能なアジュバントであって、前記
薬学的に許容可能なアジュバントが少なくとも約３０重量％のハードファットを含む、約
３０重量％～約９５重量％の薬学的に許容可能なアジュバントと、
を含み、
　約１５℃以下の温度で固体となるように製剤化されており、且つ２５℃以上の融点を有
する、
医薬組成物。
【請求項２】
　前記治療化合物は、非ステロイド性抗炎症薬（ＮＳＡＩＤ）、ＰＰＡＲγアゴニスト、
核受容体結合剤、抗高脂血症剤、またはそれらの任意の組み合わせを含む、請求項１に記
載の医薬組成物。
【請求項３】
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　前記ハードファットはトリグリセリドを含む、請求項１または２に記載の医薬組成物。
【請求項４】
　前記トリグリセリドは、４１℃～４５℃の融点を有する飽和Ｃ１０～Ｃ１８トリグリセ
リドの混合物を含む、請求項３に記載の医薬組成物。
【請求項５】
　前記ハードファットは、約３０重量％～約５０重量％または約３５重量％～約４５重量
％の量である、請求項１～４のいずれか１項に記載の医薬組成物。
【請求項６】
　前記薬学的に許容可能なアジュバントは、モノグリセリドを含む液体油脂をさらに含み
、前記液体油脂は少なくとも１５重量％の量である、請求項１～５のいずれか１項に記載
の医薬組成物。
【請求項７】
　前記モノグリセリドはグリセリルモノリノレアートを含む、請求項６に記載の医薬組成
物。
【請求項８】
　前記液体油脂は、ジグリセリド、トリグリセリド、またはそれらの任意の組み合わせを
さらに含む、請求項６または７に記載の医薬組成物。
【請求項９】
　前記液体油脂は少なくとも２０重量％の量である、請求項６～８のいずれか１項に記載
の医薬組成物。
【請求項１０】
　前記液体油脂は約１５重量％～約２５重量％の量である、請求項６～８のいずれか１項
に記載の医薬組成物。
【請求項１１】
　薬学的に許容可能な溶媒をさらに含み、前記薬学的に許容可能な溶媒は約１重量％～約
５０重量％の量である、請求項１～１０のいずれか１項に記載の医薬組成物。
【請求項１２】
　前記薬学的に許容可能な溶媒は、薬学的に許容可能なアルコール、薬学的に許容可能な
ポリプロピレングリコール（ＰＰＧ）ポリマー、薬学的に許容可能なポリエチレングリコ
ール（ＰＥＧ）ポリマー、またはそれらの任意の組み合わせを含む、請求項１１に記載の
医薬組成物。
【請求項１３】
　前記ＰＥＧポリマーは、液体のＰＥＧポリマーである、請求項１２に記載の医薬組成物
。
【請求項１４】
　前記薬学的に許容可能なＰＥＧポリマーは約２，０００ｇ／ｍｏｌ未満である、請求項
１３に記載の医薬組成物。
【請求項１５】
　前記液体のＰＥＧポリマーは、ＰＥＧ１００、ＰＥＧ２００、ＰＥＧ３００、ＰＥＧ４
００、ＰＥＧ５００、ＰＥＧ６００、ＰＥＧ７００、ＰＥＧ８００、ＰＥＧ９００、ＰＥ
Ｇ１０００、またはそれらの組み合わせである、請求項１３または１４に記載の医薬組成
物。
【請求項１６】
　前記ＰＰＧポリマーは、液体のＰＰＧポリマーである、請求項１２に記載の医薬組成物
。
【請求項１７】
　前記薬学的に許容可能なＰＰＧポリマーは約２，０００ｇ／ｍｏｌ未満である、請求項
１６に記載の医薬組成物。
【請求項１８】
　前記液体のＰＰＧポリマーは、ＰＰＧ１００、ＰＰＧ２００、ＰＰＧ３００、ＰＰＧ４
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００、ＰＰＧ５００、ＰＰＧ６００、ＰＰＧ７００、ＰＰＧ８００、ＰＰＧ９００、ＰＰ
Ｇ１０００、またはそれらの組み合わせである、請求項１６または１７に記載の医薬組成
物。
【請求項１９】
　前記薬学的に許容可能な溶媒は、約４重量％～約３０重量％、約６重量％～約２０重量
％、約８重量％～約１５重量％、約７重量％～約１３重量％、約８重量％～約１２重量％
、または約９重量％～約１１重量％の量である、請求項１１～１８のいずれか１項に記載
の医薬組成物。
【請求項２０】
　慢性炎症の治療のための請求項１～１９のいずれか１項に記載の医薬組成物の使用。
【請求項２１】
　前記慢性炎症が、組織炎症、全身性炎症、自己免疫疾患または非自己免疫疾患である、
請求項２０に記載の使用。
【請求項２２】
　前記慢性炎症が、関節炎、筋疾患、血管炎、皮膚疾患、胃腸障害、心臓血管疾患、癌、
薬理学的誘導炎症、感染症、組織もしくは器官の損傷、移植拒絶反応、移植片対宿主病、
Ｔｈ１媒介炎症性疾患、または慢性神経性炎症に付随する、請求項２０に記載の使用。
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